
7 62007.3

税・各種使用料等の納期・納付についてお知らせ

平成19年度　市税･各種使用料等納期一覧表

納付書の発送時期
　住民税（普通徴収）、固定資産税、介護保険料
（普通徴収）は、各税の第１期の中旬に1年間分を
まとめて発送します。
　軽自動車税は、４月中旬に発送します。
　国民健康保険税は、４月中旬に仮算定分を、８月
中旬に本算定分をそれぞれ、まとめて発送します。
　上記以外は、該当月の中旬に毎月発送します。

納付場所
市役所、総合支所、出張所、大分銀行、豊和銀行、
大分県信用組合、九州労働金庫、くにさき農業協同
組合、大分県漁業協同組合
（口座振替の場合は、上記金融機関のほかに郵便局
が選択できます。）

問い合わせ
●税に関すること　●介護保険料
　税　　務　　課　☎0978725162
●水道料・下水道使用料
　上下水道課総務係　☎0978725197　内線281
●市営住宅使用料等
　建設課計画管理係　☎0978725169　内線272・273
●保　育　料
　福祉事務所福祉係　☎0978725164　内線144～148

身体障がい者等の軽自動車税の減免申請のお知らせ
　身体障がい者・戦傷病者等の手帳を持っている方で、軽自動車を所有している方は、申請により軽自
動車税を１台分限り減免することができます。申請期限は、軽自動車税の納期限（５月１日㈫）の７日
前までとなっています。なお、自動車税の減免を受けている方は対象となりません。
※障がいの程度や区分により該当しない場合があります。

問い合わせ　税　務　課　　　　　　　　　　☎0978725162
　　　　　　国見総合支所　地域総務課税務係　☎0978821111
　　　　　　武蔵総合支所　地域総務課税務係　☎0978681111
　　　　　　安岐総合支所　地域総務課税務係　☎0978671111

　上記税・使用料等は、すべて、口座振替ができ
ます。口座振替の場合でも、住民税、固定資産税
については、前納も選択できます。安全で便利な
口座振替をご利用ください。
　口座振替の申し込みは、引落しを希望する科目
を決め、預金通帳と通帳印をお持ちになって、市
内の金融機関で行ってください。

安全で便利な口座振替をご利用ください

　２月９日㈮、国東農工高校で、県特産品しいたけ
を使った料理教室「簡単に作れる『大分しいたけ』
クッキング イン 国東農工高校」が開催されまし
た。しいたけを使って簡単に作ることができるメ
ニューや調理方法を消費者に伝えることを目的に東
部地区森林・林業活性化協議会の主催で開催され、
同校園芸科学科２年生39名が参加。講師の大分県農
業協同組合国東地区婦人部の指導で、「しいたけフ
ライ」「豊後なばめし」など６品を調理した後、全
員で試食し、郷土の特産品しいたけの調理方法を
学びました。

　２月６日㈫午前11時からアストくにさきで、夢咲あんしん野菜づくり圃場体験収穫祭が行われました。こ
れは、「あんしん野菜を作ることの難しさと収穫の喜びを消費者の皆さんに知ってもらおう。」と夢咲あん
しん農産物生産組合（山田秀夫組合長）が中心となって開催したものです。
　この日行われた収穫祭には、圃場体験者と、生産組合員、県・市の職員等16名が参加。昨年の９月に、国
東町浜崎の体験圃場で種まきから栽培管理に取り組み、前日収穫した大根、白菜等を使った「だんご汁」や

「五目ごはん」など５品を調理しました。
　山田組合長が「健康で幸せな毎日をおくるために
も、今回のあんしん野菜づくり体験を地域の皆さんに

広げていただきたい。」
とあいさつ。全員で試食
しながら、あんしん野菜
を使った料理や野菜の保
存法、調理加工法につい
ての説明や意見交換が行
われました。

　武蔵流グリーンツーリズムの会（清原米蔵会長）
が、２月11日㈰に「しいたけ駒打ちと座禅体験」を
開催しました。大分市や別府市から11名が参加。
　藤原寛一さん（丸小野）の農場で、しいたけがで
きるまでの説明を受けたあと、全員でしいたけの駒
打ち作業を体験。昼食後、吉広の西光寺に移動して
座禅体験をして精神統一を図りました。

「あんしん野菜」づくりで作る喜び、食の安全を実感！「あんしん野菜」づくりで作る喜び、食の安全を実感！
夢咲あんしん野菜圃場体験収穫祭

簡単に作れる「大分しいたけ」
クッキング イン 国東農工高校
簡単に作れる「大分しいたけ」
クッキング イン 国東農工高校

▲試食しながら意見交換を行いました

▲駒打ち作業をする参加者の皆さん

▼あんしん野菜を使って調理した料理
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